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男女雇用機会均等政策研究会報告書の概要

１ はじめに

雇用の分野における男女の均等取扱いを図る上で４つの検討事項はそれぞれ重要

な課題であり、いずれも前向きな対応が望まれる。今後、本報告書を受けて、関係

者の議論を経て適切な対応、措置が講じられることを願うものである。

２ 男女双方に対する差別の禁止

（１）検討の経緯

制定当初は女性が有利に扱われることを許容していた均等法も平成９年改正で

女性に対する優遇を原則禁止としたが、先進諸国では概ね男女双方を対象に差別

を禁止しており、我が国のその後の法制の動きも男女双方を対象としている等か

ら、改めて男女双方差別禁止の意義を整理することが必要。

（２）女性に対する差別禁止を男女双方に対する差別禁止とする意義

・ 女性についてのみの保護という福祉的な色彩から脱却し、職業上の能力等他

の合理性のある根拠に基づき処遇するという考えが明確になること

・ 男女間の職域分離の是正が進むとともに、賃金を含む男女間の格差の縮小が

図られることが期待されること 等

（３）男女双方に対する差別の禁止と女性労働者に係る特例措置との関係

・ 仮に、男女双方に対する差別を禁止した場合、均等法第９条に規定する特例

措置について、①男性もその対象とするのか、②男性も対象とする場合、特例

措置として許容される範囲をどうするのか、についても検討が必要。

・ 特例措置は、政策的に暫定的な措置として実施されてきたものであり、我が

国の女性の置かれた状況、特に男女間格差の現状に十分留意して検討が進めら

れる必要。

３ 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い

（１）検討の経緯

・ 妊娠・出産についての手当てが十分でないと実質的な男女の均等は確保でき

ない。少子・高齢化が進展する中、働く女性が妊娠・出産に伴い不利益を専ら

負担するという在り方は望ましくない。

・ 現行法制上産休等の母性保護措置はあるが、産休等について解雇以外の局面

について規制する規定はなく、この問題の検討が必要。

（２）我が国における裁判例の動向

最高裁判決では産休取得を理由とした不利益取扱いについて、労務を提供しな

かった部分に応じた賃金の減額等は許容されるとしても、法律上の権利行使を抑

制し、法律が労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるような不利益な取
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扱いは許されないと判示。

（３）諸外国における妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い

・ いずれも解雇以外の不利益取扱いについても規制

・ 妊娠・出産に関して特別な保護を行っていないアメリカにおいても、能率低

下・労働不能状態を伴わずに単に妊娠していることのみを理由とした不利益取

扱いは禁止

・ 妊娠・出産に起因する症状による能率低下や労働不能の場合の取扱いについ

ては、対応は一様ではない。

・ 産休を制度化している国においては、産休からの復帰において、原職又は原

職相当職への復帰を求めるのが大勢。

（４）我が国において妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを検討するに当たって

留意すべきこと

① 諸外国においては、解雇以外の不利益取扱いについても規制していること

② 育児休業の申出又は取得を理由とした不利益取扱いを禁止している育児・介

護休業法とのバランスがとれたものとなる必要があること

③ 産休の期間、産後休業の強制休業という性質、諸外国の法制を踏まえれば、

産休後に原職又は原職相当職への復帰を求めることも合理性はあると考えられ

ること

④ 産休期間中の評価については、仮に休業をしない労働者と同様の扱いを求め

れば企業が女性の採用を敬遠する懸念がある一方、法による保護のある産休と

一般の疾病等による労働不能とで差を設けることも合理性があるとも言え、前

述の最高裁判決の趣旨を踏まえつつ、社会的コンセンサスを形成していく必要

があること

⑤ 産休以外の母性保護措置、母性健康管理措置を受け又は受けようとしたこと

を理由とした不利益取扱いについても④と同様に考えられること

⑥ 妊娠・出産に起因する症状による能率低下・労働不能を理由とした不利益取

扱いについても考え方は④と同様と考えられ、今後裁判例の動向に注視する必

要があるが、少なくとも一般の疾病より不利に扱われるべきではないと考えら

れること

４ 間接差別の禁止

（１）検討の経緯

・ 一見男女間で異なる取扱いをしていると言えないが、女性が不利となる制度

や運用については、現行の規制では対応が困難な場合がある。

・ 間接差別については、平成 9 年改正均等法検討の際は国会の附帯決議で今後

の検討課題とされたが、昨年夏の女子差別撤廃委員会の審査後、益々注目され

つつあり、概念の明確化と我が国においてどのようなものが該当するのかにつ
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いてのイメージを示すことが必要。

（２）間接差別の概念

・ 一般的に、間接差別とは、外見上は性中立的な規定、基準、慣行等（以下

「基準等」という ）が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相。

当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正

当性が認められないものを指す。

・ 初めて間接差別の概念が登場したのはアメリカの連邦最高裁判決であり、裁

判例を通じて生成・発展した概念がヨーロッパに渡り、裁判例の集積を通じて

徐々に具体的イメージが形成。

・ 我が国において、間接差別法理に立って判断された裁判例は雇用の分野には

見出せないが、世帯主被災要件が男女差別等を招来し、かつ、それらの差別に

合理的理由を見出すことができないため、公序良俗に違反すると判示した裁判

例があり、今後の動向が注目される。

・ 間接差別の概念と他の概念との比較

① いわゆる直接差別との関係：性に基づく取扱いの違いに着目する直接差別

に対し、間接差別は、外見上は性中立的な基準等が男女に与える影響の違い

に着目するものであり、かつ差別意図の有無は問わない。

② いわゆる結果の平等との関係：間接差別は、格差の存在が前提になるもの

の、問題となっている基準等に職務との関連性や業務上の必要性等の合理性

が認められれば差別とはならないものであり、格差の存在自体を問題とし、

数値上の平等という結果自体を直接目的とする結果の平等とは異なる。

③ ポジティブ・アクションとの関係：いずれも女性という集団に与える不合

理な障壁の是正を図るという同様の目的を有するが、間接差別は違法という

評価を受けるものであるのに対し、ポジティブ・アクションはより望ましい

状態に向けた雇用管理等の改善を図るというものであり、効果が異なる。

（３）諸外国における間接差別法理の状況

・ 法律上規定されている違法性の判断方法は、各国ともほぼ同様の手法となっ

ており、原則として、一応どのような事案も間接差別の俎上に載りうる。

・ ただし、各国の置かれた状況は異なり、実際の間接差別法理の適用状況につ

いては、国によってかなりの違いがある。

（例 ・ 不利益の有無の判断基準として、アメリカではEEOCのガイドラインが）

あるのに対し、イギリスには定まったものはない。

、・ 取扱い事案として、アメリカは採用・昇進に関するものが多く、賃金

パートタイムに係るものは把握されていないのに対し、イギリスはシン

グルマザーやパートタイム等に関わる事案が多い。

（４）我が国において間接差別を検討するに当たって留意すべきこと

① 諸外国においては、間接差別について規定の仕方は異なるが、何らかの形で
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法規制を行っている状況にあること

② いわゆる結果の平等とは異なること等、間接差別法理の理解の徹底が必要で

あること

③ どのようなものが間接差別に該当する可能性があるかについて、あらかじめ、

イメージを示し、予測可能性を高め法的安定性を高めることが必要であること

④ 間接差別に該当しない場合であっても、ポジティブ・アクションの積極的な

推進により機会の均等の実質化のための取組が広く行われることが望まれるこ

と

（５）間接差別として考えられる例（別添）

５ ポジティブ・アクションの効果的推進方策

（１）検討の経緯

近年、明白な差別は是正されつつあるが、個々人の意識等に起因する男女の処

遇差の改善は、ポジティブ・アクションによることが適切。ポジティブ・アクシ

ョンについては、企業のイメージアップや生産性向上にも資するとの指摘もなさ

れ、ポジティブ・アクションについては、企業の理解は進みつつあるが、なお大

きな広がりを持った動きには至っていない。

（２）諸外国におけるポジティブ・アクションの取組

諸外国において行われている手法は①使用者の自主的取組を尊重する例（イギ

） 、リス 、②政府調達企業への雇用状況報告等の提出義務付け・審査を実施する例

（アメリカ 、③雇用状況報告書等の作成を義務付けする例（フランス・スウェ）

ーデン）等様々であり、女性の登用状況も様々

（３）我が国においてポジティブ・アクションの効果的推進方策を検討するに当たっ

て留意すべきこと

① ポジティブ・アクションには、職業生活と家庭生活の両立支援施策や採用・

登用の基準の明確化等男女双方を対象した幅広い、多様な手法が含まれている

ことについて、今一層の理解を進めることが重要であること

② 雇用状況報告の作成や雇用状況の改善のための計画の策定を義務付ける等の

規制的手法によれば、一定の成果が上がることが期待される一方、企業・行政

にコストも伴うことから、費用対効果を上げる工夫が必要であること

③ ②のような規制的な手法によらず奨励的な手法において実効性を持たせるに

は、企業へのインセンティブ付与の工夫、特に企業トップに必要性を理解させ

る仕組みの在り方が重要であること

④ 意欲と能力のある女性の活躍を推進するには、女性のチャレンジを阻む社会

制度・慣行の見直しも必要不可欠であり、そのためには、個々の企業の取組だ

けでなく、様々な分野においてポジティブ・アクションが着実に実施されるこ

とも重要であること



諸外国における女性管理職割合及びその推移 

 

１ 諸外国における女性管理職割合 

                        （％） 

Ａ Ｂ  
 

民間 公務 民間＋公務 民間部門における主なポジティブ・アク
ションの取組（類型） 

アメリカ 45.5 51.4 45.9 
・ 政府契約締結事業主に計画作成義務

付け 
・ 自主的な取組 

イギリス 28.0 40.0 32.3 ・ 自主的な取組 

フランス 31.7 30.0 34.4 
・ 事業主に雇用状況報告の作成義務付

け 
・ 国による財政支援 

ドイツ 19.8 28.9 26.9 ・ 自主的な取組 

スウェー

デン 16.5 51.5 31.5 ・ 事業主に計画作成の義務付け 

日本 11.3 5.5 10.9 ・ 自主的な取組 

※ 小数点以下第２位四捨五入 
（注１） 
   何らかの法的義務が課されている 
   連邦政府と一定規模以上の契約を締結する企業等に対し義務付けられている 

 
（注２）管理職の定義は国により異なる 
 
（資料出所）各国のデータの年は（ ）内に示すとおり 

 ア メ リ カ     U.S. Bureau of Labor Statistics “Employment & Earnings”(2002) 

 イ ギ リ ス   Ａ：Women & Equality Unit (2001) 

             Ｂ：Office for National Statistics (2003) 

 フ ラ ン ス   Ａ：ILO (2000) 

             Ｂ：フランスキリスト教労働者同盟 CFTC (1999) 

 ド イ ツ     ILO (2000) 

スウェーデン   Ａ：Women and Men in Sweden(1998) 

               Ｂ：ILO (2000) 

日    本    総務省「2000 年国勢調査」 



【アメリカにおける女性管理職割合の推移】

（資料出所）　 U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings"

（資料出所）　 U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings"

【アメリカにおけるアファーマティブ・アクション政策】
（民間） ・大統領命令の性への適用(1967年～）

・ベスト・プラクティスの普及　・カタリスト等の活動
（公務） 平等な雇用機会の提供を促進する措置を講じることを義務づけ

（連邦政府（1972年～））

【イギリスにおける女性管理職割合の推移】
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（資料出所）  １９７４～２０００　Institute of Management and Remuneration Economics
     ２００３　Office for National Statistics

【イギリスにおけるポジティブ・アクション政策】
　・パンフレット等を用いて政府が推進
　・オポチュニティ・ナウ等の活動

【オポチュニティ・ナウ加盟企業における女性の管理職割合の推移】

会員企業数

女性役員

上級管理職

中級管理職

下級管理職

（資料出所）  1996年度「グラス・シーリング解消のための国際交流事業」
　　　　　　　　（2001年数値：オポチュニティ・ナウ２００２ベンチ・マーキング・レポート）

【フランスにおける女性管理職割合の推移】
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（資料出所）　フランスキリスト教労働者同盟CFTC　

【フランスにおけるポジティブ・アクション政策】
　・民間について、雇用状況報告の作成、提出等の義務付け及び国による財政支援の規定
　　（1983年～）

【ドイツにおける女性管理職割合の推移】

（資料出所）　ILO Yearbook 2001

【ドイツにおけるポジティブ・アクション政策】
　・民間については、ＥＵの方針に沿い周知
　・公務（連邦行政機関等）については女性雇用促進計画の作成・公表の義務化（1994年～）
【日本における女性管理職割合の推移】
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（資料出所）　　総務省　国勢調査（抽出速報集計結果）

【日本におけるポジティブ・アクション政策】
（民間） ・法に基づくポジティブ・アクションを講じようとする事業主への相談・援助

　（1999年～）
・女性の活躍推進協議会の開催（2001年～）

（公務） ・「女性国家公務員の採用・登用拡大に関する指針」の策定
　（各府省ごとに女性職員 対象の研修の実施、合格者に占める女性割合に
  関する目標の設定等）（2001年～）
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